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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備

等に関する内閣府令等の公布について（周知） 

 

平素より、児童福祉行政の推進に格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。  

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 29 号）については、その施

行に向けて、関連法令として、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこど

も家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令（令和７年内閣府令第 80号）、幼保

連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正す

る命令（令和７年内閣府・文部科学省令第２号）及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき

内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を

改正する件（令和７年内閣府・文部科学省告示第１号）が本日公布され、10月１日か

ら施行される予定です。本府令等の詳細につきましては、別添をご参照ください。 

各都道府県ご担当者様におかれましては、管内の市区町村（指定都市、中核市を除

く。）に周知いただきますようお願いいたします。 

  



児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備

等に関する内閣府令について（概要） 

 

１．改正の趣旨 

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 29 号。以下「改正法」と

いう。）において、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設するとと

もに、国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化す

る改正を行った。 

 

○ 改正法の施行に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚

生省令第 63号）等について、所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

○ 改正法において、地域限定保育士制度が一般制度化されたことから、以下の基準

において、保育所等の各施設等に置かなければならないとされている保育士につい

て、地域限定保育士も追加することとする等の改正を行う。 

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 24年厚生労働省令第 15号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 24年厚生労働省令第 16号） 

・ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 61

号） 

・ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省

令第 63号） 

・ 一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令第 27号） 

・ 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号） 

 

○ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成 26年内閣府令第 39号）において、特定教育・保育施

設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号）第 33条の 10第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設

の職員にあっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成 18年法律第 77号。以下「認定こども園法」という。）第 27条の

２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法（昭

和 22年法律第 26号）第 28条第２項において準用する認定こども園法第 27条の２

第１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影

響を与える行為をしてはならないことを規定する。 

 

○ その他所要の改正を行う。 



 

３．根拠条項 

○ 児童福祉法第 12条の４第３項、第 21条の５の 19第３項、第 24条の 12第３項、

第 34条の８の２第２項、第 34条の 16第２項、第 45条第２項 

○ 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 34条第３項及び第 46条第３

項 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和７年９月 10日 

○ 施行期日：令和７年 10月１日 

  



幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を

改正する命令について（概要） 

 

１．改正の趣旨 

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 29 号。以下「改正法」と

いう。）において、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設した。 

幼保連携型認定こども園については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」

という。）において、保育所と同様の通報義務等の仕組みを設けたところ。 

また、改正法においては、国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育

士制度を一般制度化する改正を行った。 

 

○ 改正法の施行に伴い、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準（平成 26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）について、

所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

○ 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、改正後の認定こども園法第 27条

の２第１項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をして

はならないことを規定する。 

 

○ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数に

含まれる副園長及び教頭については、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児

童福祉法第 18 条の 18 第１項に規定する保育士登録を受けた者としているところ、

地域限定保育士制度の一般制度化に伴い幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、

改正後の児童福祉法第 18条の 28第２項に規定する地域限定保育士登録を受けた者

も保育士登録を受けた者として計上することとする。 

 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．根拠条項 

○ 認定こども園法第 13条第２項 

 

４．施行期日等 

○ 公 布 日：令和７年９月 10日 

○ 施行期日：令和７年 10月１日 

 

  



就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第

二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備

及び運営に関する基準の一部を改正する件について（概要） 

 

１．改正の趣旨 

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 29 号。以下「改正法」と

いう。）において、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等を創設した。 

幼保連携型認定こども園については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」

という。）において、保育所と同様の通報義務等の仕組みを設けたところ。 

また、改正法においては、国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育

士制度を一般制度化する改正を行った。 

 

○ 改正法の施行に伴い、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科

学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準（平成 26年内閣府・文部科学省・

厚生労働省告示第２号）について、所要の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

○ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法

第 33条の 10第１項各号（幼稚園型認定こども園の職員にあっては、改正後の学校

教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 28 条第２項において準用する認定こども園法

第 27 条の２第１項各号）に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならないことを規定する。 

 

○ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置くものとされる職員のうち満

三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければなら

ないとされているところ、この保育士について、地域限定保育士も追加することと

する。 

 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．根拠条項 

○ 認定こども園法第３条第２項及び第４項 

 

４．施行期日等 

○ 告 示 日：令和７年９月 10日 

○ 施行期日：令和７年 10月１日 
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る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に

あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
三
十
条
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
資
格
を
有
す
る
者

﹇
三
〜
五

略
﹈

﹇
三
〜
五

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
三
条

保
育
所
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所

に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区

域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
三
条

保
育
所
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る

保
育
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈
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（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
八
条

﹇
略
﹈

第
三
十
八
条

﹇
同
上
﹈

２

児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、

保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

二

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ

て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

﹇
三
〜
六

略
﹈

﹇
三
〜
六

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
二
条

児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は

事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る

地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
六
項
及
び
第
四
十

六
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員

並
び
に
乳
児
が
入
所
し
て
い
る
施
設
に
あ
つ
て
は
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十

人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設

に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
二
条

児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規

定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国

家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
六
項
及
び
第
四
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援

専
門
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員
並
び
に
乳
児
が
入
所
し
て
い
る
施
設
に
あ
つ
て
は
看
護

師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
又
は

管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
〜
７

略
﹈

﹇
２
〜
７

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
九
条

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」

と
い
う
。）を
除
く
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
嘱

託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
福
祉
型
障
害

児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該

事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
栄
養
士
又
は
管

理
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
（
障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
支
援
の
提
供
の

管
理
を
行
う
者
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務

の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
九
条

主
と
し
て
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
（
以
下
「
自
閉
症
児
」

と
い
う
。）を
除
く
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
入
所
さ
せ
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
嘱

託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
福
祉

型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育

士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者

（
障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設

に
あ
つ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
〜
15

略
﹈

﹇
２
〜
15

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
五
十
八
条

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院

と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域

内
に
あ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域

限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。）及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条

主
と
し
て
自
閉
症
児
を
入
所
さ
せ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院

と
し
て
必
要
な
職
員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

施
区
域
内
に
あ
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦

略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
を
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
２
〜
７

略
﹈

﹇
２
〜
７

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
六
十
三
条

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区

域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共

団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
ほ
か
、

日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う
場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必

要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療

第
六
十
三
条

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第

五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業

実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）、
栄
養
士
又
は
管
理
栄

養
士
、
調
理
員
及
び
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
ほ
か
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
行
う

場
合
に
は
機
能
訓
練
担
当
職
員
（
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）を
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
（
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、
喀か
く

痰た
ん
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﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

﹇
２
〜
５

略
﹈

﹇
２
〜
５

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
七
十
三
条

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
認
定
地
方

公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
心
理
治
療
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定

地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
看
護
師
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
管

理
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ

て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
三
条

児
童
心
理
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
（
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
心
理
治
療
施
設
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は

当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
看
護
師
、
個
別

対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
〜
６

略
﹈

﹇
２
〜
６

同
上
﹈

的
ケ
ア
（
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、
喀か

く

痰た
ん

吸
引
そ
の
他
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
は
看
護

職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
施
設
及
び
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

吸
引
そ
の
他
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
に
は
看
護
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
施
設
及
び
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
）

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
）

第
八
十
三
条

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
三
条

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に
あ
つ
て

は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係

る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

一

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に

あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す

る
者

﹇
二
・
三

略
﹈

﹇
二
・
三

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
六
条

里
親
は
、
委
託
児
童
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
委
託
児

童
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条

里
親
は
、
委
託
児
童
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
委
託
児
童
の
心

身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
条

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）が
当
該
事

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。）（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

指
定
児
童
発
達
支
援
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）が
当
該
事

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。）（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三

号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の

二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。）の
区
域
内
又

一

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三

号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
９

略
﹈

﹇
２
〜
９

同
上
﹈

は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改

正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
百
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
三

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
（
以
下
「
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。）内
に
あ
る
指
定
児
童

発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十

九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
（
以
下
「
地
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係

る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家

戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
（
以
下
「
国
家
戦

略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご

と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又

は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
数
以
上

る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域

に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
指
定
児
童
発
達
支
援
の
単
位

ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員

又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
数
以
上

第
六
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養
士
又
は

管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
調
理
員

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
が
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
三
号
の
栄
養
士
又
は

管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
調
理
員

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
児
童
発

達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は

当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定

児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

﹇
三
〜
五

略
﹈

﹇
三
〜
五

同
上
﹈

﹇
２
〜
９

略
﹈

﹇
２
〜
９

同
上
﹈

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
四
条
の
六

児
童
発
達
支
援
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
」と
い
う
。）

の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

第
五
十
四
条
の
六

児
童
発
達
支
援
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
」と
い
う
。）

の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。）が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

下
「
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。）に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
基
準
該
当
児

童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士

又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
基

準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
児
童
発
達

支
援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

一

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
基
準

該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行

う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合

計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
六
十
六
条

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
」
と
い
う
。）が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。）に

置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
六
条

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
」
と
い
う
。）が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。）に

置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
放
課
後

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保

育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害

児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

一

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の

提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又

は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
数
以
上

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

﹇
２
〜
８

略
﹈

﹇
２
〜
８

同
上
﹈

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
七
十
一
条
の
三

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。）

が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。）に
置
く
べ
き

従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
十
一
条
の
三

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。）

が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
い
う
。）に
置
く
べ
き

従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
基
準
該
当
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限

定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご
と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ

に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

一

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
基
準

該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略

特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
ご

と
に
そ
の
提
供
を
行
う
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る

児
童
指
導
員
又
は
保
育
士
の
合
計
数
が
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
障
害
児
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
数
以
上

﹇
イ
・
ロ

略
﹈

﹇
イ
・
ロ

同
上
﹈

二

﹇
略
﹈

二

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
七
十
一
条
の
八

﹇
略
﹈

第
七
十
一
条
の
八

﹇
同
上
﹈

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
訪
問
支
援
員
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
若
し
く

は
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業

実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
取
得
後
又
は
児
童
指
導
員
若
し
く
は
心
理
担

当
職
員
（
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を

専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集

団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。）と

し
て
配
置
さ
れ
た
日
以
後
、
障
害
児
に
つ
い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
及
び
当
該

障
害
児
の
介
護
を
行
う
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
又
は
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動

作
及
び
知
識
技
能
の
習
得
、
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
支
援
そ
の
他
の
支
援
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
単
に
「
支
援
」
と
い
う
。）を
行
い
、
並
び
に
当
該
障
害
児
の
支
援
を
行
う
者
に
対
し
て
支
援
に
関
す
る
指
導

を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
若
し
く
は
職
業
教
育
に
係
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
訪
問
支
援
員
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
若
し
く

は
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発

達
支
援
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）

の
資
格
を
取
得
後
又
は
児
童
指
導
員
若
し
く
は
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大

学
を
除
く
。）若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。）と
し
て
配
置
さ
れ
た
日
以
後
、
障
害
児
に
つ
い
て
、入
浴
、

排
せ
つ
、
食
事
そ
の
他
の
介
護
を
行
い
、
及
び
当
該
障
害
児
の
介
護
を
行
う
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す
る
指
導

を
行
う
業
務
又
は
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
及
び
知
識
技
能
の
習
得
、
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に

必
要
な
支
援
そ
の
他
の
支
援
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
支
援
」
と
い
う
。）を
行
い
、
並
び
に
当
該
障
害

児
の
支
援
を
行
う
者
に
対
し
て
支
援
に
関
す
る
指
導
を
行
う
業
務
そ
の
他
職
業
訓
練
若
し
く
は
職
業
教
育
に
係

る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
四
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
又

は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調

理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
四
十
人
以
下
の
障
害
児
を
入
所
さ
せ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
四
号
の
栄
養
士
又

は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
第
五
号
の
調

理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三

号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の

二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
認
定
地
方
公

共
団
体
」
と
い
う
。）の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九

号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特

別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」

と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
（
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二

号
に
お
い
て
「
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。）内
に
あ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育

士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
（
同

号
に
お
い
て
「
地
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区

域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
（
同
号
に
お
い
て
「
国
家
戦
略

特
別
区
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

三

児
童
指
導
員
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三

号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
特
区
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す

る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区

域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

﹇
四
〜
六

略
﹈

﹇
四
〜
六

同
上
﹈

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
四
十
二
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
障
害
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
従
業
者
は
、
障
害
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲

げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
障
害
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
五
十
二
条

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
二
条

指
定
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
同
上
﹈

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定
医
療
型

障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

二

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
指
定

医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限

定
保
育
士
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

﹇
イ
〜
ハ

略
﹈

﹇
イ
〜
ハ

同
上
﹈

﹇
三
〜
五

略
﹈

﹇
三
〜
五

同
上
﹈

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
二
十
五
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三

十
三
条
の
十
第
一
項
各
号（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、

認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
、
幼
稚
園
で
あ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
っ
て

は
、学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
）

に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三

十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え

る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
六
条

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
十
二
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行

為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
三
条

﹇
略
﹈

第
二
十
三
条

﹇
同
上
﹈

２

家
庭
的
保
育
者
（
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、

市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修

了
し
た
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共

団
体
」
と
い
う
。）の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
区
法
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施

区
域
で
あ
っ
た
区
域
（
以
下
「
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。）内
に
あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
っ

て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保

育
士
（
以
下
「
地
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五

第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士（
以
下「
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
」と
い
う
。））

又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

２

家
庭
的
保
育
者
（
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）は
、

市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修

了
し
た
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
家
庭
的
保
育
事
業
を

行
う
場
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
又
は

保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

３

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈
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（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
九
条

小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域

内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域

限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、

嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事

業
所
Ａ
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型

に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条

小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実

施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦

略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入

施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
一
条

小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
」
と
い
う
。）に
は
、

保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
あ
っ
て

は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長

が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬

入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
あ
っ
て
は
、調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条

小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
」
と
い
う
。）に
は
、

保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に

あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事

そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」と
い
う
。）、

嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事

業
所
Ｂ
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型

に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
四
条

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実

施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区

域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
保

育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
四
条

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る

事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域

に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
七
条

事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い
う
。）を
行
う
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小

規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。）に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施

区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域

に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。）そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県

知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い

う
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模

型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型

事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条

事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い
う
。）を
行
う
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小

規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。）に
は
、
保
育
士
（
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事

業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に

係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町

村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し

た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と
い
う
。）、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
七
条

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
条

﹇
略
﹈

第
十
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は
同
法
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て「
改
正
法
」と
い
う
。）

附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事

業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定

地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施

区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

一

保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す

る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区

域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
の
資
格
を
有
す
る
者

﹇
二
〜
十

略
﹈

﹇
二
〜
十

同
上
﹈

﹇
４
・
５

略
﹈

﹇
４
・
５

同
上
﹈

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
十
二
条

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る

行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
虐
待
等
の
禁
止
）

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
十
三
条

一
時
保
護
施
設
の
職
員
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
そ
の
他
当
該
児
童
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

一
時
保
護
施
設
の
職
員
は
、
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ

の
他
当
該
児
童
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
八
条

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
一

条
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方

公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

第
十
八
条

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
一

条
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
心
理
療
法
担
当
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﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）第
十

二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育

士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当

該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区

域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
心
理
療
法
担
当
職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養
士

又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時

保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託
す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員

を
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務

の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
児
童
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託

す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員
を
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ

て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
虐
待
等
の
防
止
）

（
虐
待
等
の
防
止
）

第
十
三
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る

行
為
そ
の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
二
条

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」と
い
う
。）

第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地

域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定

す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
に
従
事
す

る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修

を
含
む
。）を
修
了
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乳
児
等
通
園
支
援
従
事
者
」
と
い
う
。）を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）そ
の
他
乳
児
等
通
園
支
援
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
（
市
町
村
長
が

指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。）を
修
了
し
た
者（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
乳

児
等
通
園
支
援
従
事
者
」
と
い
う
。）を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
三
条
の
二
、
第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。）、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
九

条
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除
く
。）

の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

三

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
九
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
九
条
、
第
九
条
の

二
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除
く
。）

の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
る
基
準

四

﹇
略
﹈

四

﹇
同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
虐
待
等
の
禁
止
）

第
三
条
の
二

職
員
は
、
園
児
に
対
し
、
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
園
児
の
心
身

に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

（
職
員
の
数
等
）

（
職
員
の
数
等
）

第
五
条

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保

育
。
以
下
同
じ
。）に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な

い
。

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保

育
。
以
下
同
じ
。）に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な

い
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
令
第
二
号

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子





備
考

備
考

一

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
（
同
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一

項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
三

項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て

は
、
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体

の
区
域
に
係
る
同
法
第
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
登
録
又
は
当
該
事

業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旧
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
登
録
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
登
録
」
と
い
う
。）を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）、

教
頭
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）、
主
幹
保

育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保

育
に
直
接
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。

一

こ
の
表
に
定
め
る
員
数
は
、
副
園
長
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ

て
は
、
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
登
録
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て「
登
録
」

と
い
う
。）を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）、
教
頭
（
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登

録
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は

講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

﹇
４
・
５

略
﹈

﹇
４
・
５

同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
準
用
）

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
準
用
）

第
十
三
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
、第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
七
条
の
二
、
第
九
条
、
第
九
条
の
三
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、
第
十
四
条
の
二
、
第
十

四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
八
号
、
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除
く
。）並
び

に
第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
、第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
七
条
の
二
、
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
、
第
十
一
条
（
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。）、第
十
四
条
の
二
、

第
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
八
号
、
第
三
十
二
条
の
二
（
後
段
を
除
く
。）

並
び
に
第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
削
る
。﹈

第
九
条
の
二

入
所
中
の
児
童

園
児

当
該
児
童

当
該
園
児

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
三

職
員
資
格

第
三

職
員
資
格

一

第
二
の
一
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
に

従
事
す
る
者
は
、
保
育
士
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
こ
の
一
に
お

い
て
「
施
行
日
前
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
」
と
い
う
。）第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域

で
あ
っ
た
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
児
童
福

祉
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
で
あ
っ
た
区
域
に
係
る

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
施
行
日
前
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
同
じ
。）の
資

格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
の
一
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
満
三
歳
未
満
の
子
ど
も
の
保
育
に

従
事
す
る
者
は
、
保
育
士
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又
は
国
家

戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
以
下
同
じ
。）の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
二
〜
五

略
﹈

﹇
二
〜
五

同
上
﹈

第
五

教
育
及
び
保
育
の
内
容

第
五

教
育
及
び
保
育
の
内
容

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

五

日
々
の
教
育
及
び
保
育
の
指
導
に
お
け
る
留
意
点

五

日
々
の
教
育
及
び
保
育
の
指
導
に
お
け
る
留
意
点

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
１
〜
７

略
﹈

﹇
１
〜
７

同
上
﹈

８

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十

第
一
項
各
号
（
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響

を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

８

認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影

響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

９

﹇
略
﹈

９

﹇
同
上
﹈

六

﹇
略
﹈

六

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
告
示
第
一
号

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子






